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1月
（睦月） JANUARY
1日・元日　10日・成人の日

与党の国会議員数が、参議院で過半数を割
った状態。予算を除く法案の場合、衆議院で法
案が可決しても参議院で可決しなければ法律
は成立しません。ただし、参議院で否決後（参
議院で60日以内に議決しなかった場合は否決
したものとみなす）衆議院で３分の２以上で再
可決すれば成立する規定があります。

国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出
本年最初の給与支払日の前日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
1月31日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 1月31日
国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7〜12月分） 1月11日
上記の納期の特例適用者で、納期限の特例
に関する届出書を提出している場合 1月20日

国　税／11月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／5月決算法人の中間申告 1月31日
国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日
地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
地方税／給与支払報告書の提出 1月31日
労　務／労働保険料の納付（第3期分） 1月31日

（労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

ねじれ国会

１ 月 の 税 務 と 労 務
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取
締
役
に
よ
る
会
社
と
の
利
益
相

反
取
引
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
該

当
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

取
締
役
に
よ
る
会
社
と
の
利
益
相

反
取
引
と
は
、
取
締
役
が
会
社
の
利

益
を
犠
牲
に
し
て
、
自
己
ま
た
は
第

三
者
の
利
益
を
図
る
よ
う
な
取
引
の

こ
と
を
指
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
取
締

役
が
利
益
を
得
る
こ
と
で
、
会
社
が

損
害
を
被
る
よ
う
な
取
引
の
こ
と
と

考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
で
し
ょ

う
。会

社
法
は
、
取
締
役
が
利
益
相
反

取
引
を
行
う
場
合
は
、
事
前
に
会
社

に
対
し
て
当
該
取
引
に
つ
き
重
要
な

事
実
を
開
示
し
、
そ
の
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
ま

す
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
、

利
益
相
反
取
引
に
該
当
す
る
の
で
し

ょ
う
か
。

会
社
法
は
、

①

取
締
役
が
自
己
ま
た
は
第
三
者

の
た
め
に
株
式
会
社
と
取
引
を
し

よ
う
と
す
る
場
合

②

株
式
会
社
が
取
締
役
の
債
務
を

保
証
す
る
こ
と
、
そ
の
他
取
締
役

以
外
の
者
と
の
間
に
お
い
て
株
式

会
社
と
そ
の
取
締
役
と
の
利
益
が

相
反
す
る
取
引
を
し
よ
う
と
す
る

場
合

を
規
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
①
を
直

接
取
引
に
よ
る
利
益
相
反
、
②
を
間

接
取
引
に
よ
る
利
益
相
反
と
言
い
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
つ
い
て
、

例
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

a

直
接
取
引
に
よ
る
利
益
相
反
取

引
の
例

・
取
締
役
と
会
社
間
で
行
わ
れ
る

売
買
契
約

・
会
社
か
ら
取
締
役
へ
行
わ
れ
る

贈
与

・
取
締
役
か
ら
の
利
息
が
つ
い
た

会
社
へ
の
金
銭
貸
付

・
会
社
か
ら
取
締
役
へ
行
わ
れ
る

債
務
免
除

・
取
締
役
が
受
取
人
と
な
る
会
社

か
ら
の
約
束
手
形
の
振
り
出
し

s

間
接
取
引
に
よ
る
利
益
相
反
取

引
の
例

・
取
締
役
と
第
三
者
間
の
債
務
を

会
社
が
保
証
す
る
契
約

・
取
締
役
が
第
三
者
間
と
す
る
債

務
を
引
き
受
け
る
契
約

利
益
相
反
取
引
に
該
当
す
る
か
の

判
断
ポ
イ
ン
ト

利
益
相
反
取
引
に
な
る
か
、
な
ら

な
い
か
の
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
取

締
役
個
人
の
利
益
に
は
な
る
が
、
会

社
に
は
不
利
益
に
し
か
な
ら
な
い
行

為
に
該
当
す
る
か
否
か
に
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
取
締
役
が
会
社
に
対
し
、

金
銭
を
無
利
息
・
無
担
保
で
貸
し
付

け
る
行
為
は
、
会
社
に
不
利
益
を
与

え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
利
益
相

反
取
引
に
は
あ
た
り
ま
せ
ん
。

同
じ
よ
う
に
、
会
社
に
損
害
も
不

利
益
も
与
え
な
い
、
取
締
役
か
ら
の

会
社
へ
の
無
償
贈
与
、
債
権
の
履
行
、

相
殺
な
ど
も
利
益
相
反
行
為
に
は
あ

た
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
利
益
相
反

取
引
に
な
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
つ

か
な
い
場
合
は
、
そ
の
行
為
を
す
る

前
に
、
会
社
の
承
認
を
得
て
お
い
た

方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

承
認
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
取
締

役
会
設
置
会
社
と
非
設
置
会
社
で
は

承
認
機
関
が
異
な
り
ま
す
。
取
締
役

会
非
設
置
会
社
の
場
合
は
、
株
主
総

会
に
お
い
て
当
該
取
引
の
重
要
事
項

を
報
告
し
て
、
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
取
締
役
会

設
置
会
社
の
場
合
の
承
認
機
関
は
、

取
締
役
会
と
な
り
ま
す
。

損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
も

次
に
処
分
に
関
し
て
で
す
が
、
利

益
相
反
取
引
に
よ
っ
て
会
社
が
損
害

を
被
っ
た
場
合
、
取
締
役
は
会
社
に

対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
注
意
が
必
要
な
の
は
、

会
社
の
承
認
を
得
て
い
た
利
益
相
反

取
引
で
あ
っ
て
も
、
会
社
が
そ
の
取

引
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た
の
で
あ

れ
ば
、
原
則
と
し
て
取
締
役
は
会
社

に
対
し
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
当
該
取
引
を
行
っ
た
取
締
役

だ
け
で
な
く
、
会
社
が
当
該
取
引
を

す
る
こ
と
を
決
定
し
た
取
締
役
、
当
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取
締
役
に
よ
る
会
社
と
の
利
益
相
反
取
引

会
社
法
の
い
ろ
い
ろ



非
公
開
会
社
（
す
べ
て
の
株
式
に

つ
い
て
譲
渡
制
限
の
あ
る
会
社
）
で

は
、
取
締
役
会
の
設
置
は
任
意
で
す

の
で
、
設
置
は
自
由
で
す
。

一
方
、
公
開
会
社
で
は
強
制
で
す

の
で
、
取
締
役
会
を
必
ず
設
置
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
取
締
役
会
を

設
置
す
る
場
合
、
最
低
、
取
締
役
三

人
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
取

締
役
会
は
す
べ
て
の
取
締
役
に
よ
っ

て
組
織
さ
れ
ま
す
（
会
社
法
三
六
二

条
）。
さ
ら
に
、
取
締
役
会
を
設
置
す

る
と
、
監
査
役
（
会
）
な
ど
を
設
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
た
だ
し
、

非
公
開
会
社
の
場
合
は
、
会
計
参
与

で
も
可
能
で
す
）。

取
締
役
会
を
設
置
し
な
い
場
合
は
、

株
主
総
会
の
権
限
が
強
く
な
り
、
決

議
事
項
が
増
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

逆
に
、
取
締
役
会
を
設
置
す
る
場
合

に
は
、
株
主
総
会
の
権
限
が
弱
く
な

り
、
会
社
法
で
定
め
る
特
別
な
重
要

項
目
と
、
定
款
で
定
め
て
い
る
事
項

し
か
決
議
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

会
社
法
に
よ
り
、
少
数
株
主
の
権

限
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、

総
株
主
の
議
決
権
の
三
％
以
上
の
株

主
は
、
取
締
役
な
ど
の
解
任
請
求
権

（
四
七
九
条
、
八
五
四
条
）、
総
会
招

集
権
（
二
九
七
条
）
、
帳
簿
閲
覧
権

（
四
三
三
条
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

も
し
、
貴
社
に
少
数
株
主
が
存
在

し
、
そ
の
者
と
の
関
係
が
円
滑
で
は

な
い
場
合
に
は
、
取
締
役
会
を
設
置

す
る
方
が
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。

取
締
役
会
は
、
取
締
役
会
設
置
会
社

の
業
務
執
行
の
決
定
、
取
締
役
の
職

務
の
執
行
の
監
督
、
代
表
取
締
役
の

選
定
及
び
解
職
を
行
い
ま
す
（
三
六

二
条
二
項
）。

株
式
会
社
に
お
け
る
取
締
役
会
は
、

ど
れ
く
ら
い
の
頻
度
で
行
え
ば
よ
い

の
で
し
ょ
う
か
？
一
年
に
一
度
で
構

わ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

取
締
役
会
を
設
置
す
る
会
社
（
取

締
役
会
設
置
会
社
）
は
、
取
締
役
会

を
三
ヵ
月
に
一
回
、
つ
ま
り
年
四
回

開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

該
取
引
に
関
す
る
取
締
役
会
の
承
認

決
議
に
賛
成
し
た
取
締
役
も
、
任
務

を
怠
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
過
失

（
不
注
意
）
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明

し
な
い
限
り
、
損
害
賠
償
責
任
を
負

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
三
六
三
条
二

項
）。
一
方
、
非
公
開
会
社
に
つ
い
て

は
、
取
締
役
会
の
設
置
は
強
制
さ
れ

ず
、
取
締
役
の
人
数
も
一
人
で
も
よ

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
（
三
二
六

条
）。
取
締
役
会
を
設
置
し
な
か
っ
た

場
合
は
、
当
然
、
取
締
役
会
の
回
数

の
制
限
も
受
け
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。取

締
役
会
の
招
集
は
、
各
取
締
役

が
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

取
締
役
会
を
招
集
す
る
取
締
役
を
定

款
ま
た
は
取
締
役
会
で
定
め
て
い
る

場
合
は
、
そ
の
取
締
役
が
招
集
し
ま

す
（
三
六
六
条
）。

た
だ
し
、
監
査
役
設
置
会
社
及
び

委
員
会
設
置
会
社
を
除
く
取
締
役
会

設
置
会
社
の
株
主
は
、
取
締
役
が
取

締
役
会
設
置
会
社
の
目
的
の
範
囲
外

の
行
為
、
そ
の
他
法
令
も
し
く
は
定

款
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
ま
た

は
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
取

締
役
会
の
招
集
を
請
求
す
る
こ
と
が

可
能
で
す
。

取
締
役
会
を
招
集
す
る
者
は
、
取

締
役
会
の
一
週
間
前
に
、
各
取
締
役

に
対
し
て
そ
の
通
知
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
（
三
六
八
条
）。
ま
た
、
取

締
役
の
全
員
の
同
意
が
あ
る
場
合
に

は
、
招
集
の
手
続
き
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
（
三
六
八
条
二
項
）。

そ
の
取
締
役
会
の
決
議
は
、
議
決
に

加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
取
締
役
の
過

半
数
（
定
款
の
定
め
で
こ
れ
を
上
回

る
こ
と
が
で
き
ま
す
）
が
出
席
し
、

そ
の
過
半
数
（
定
款
の
定
め
で
こ
れ

を
上
回
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）
で
行

い
ま
す
（
三
六
九
条
）。

決
議
に
関
し
、
特
別
の
利
害
関
係

に
あ
る
取
締
役
は
、
議
決
に
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
（
三
六
九
条

二
項
）。

ま
た
、
取
締
役
全
員
が
同
意
の
意

思
表
示
を
行
っ
た
と
き
、
監
査
役
設

置
会
社
で
は
監
査
役
が
意
見
を
述
べ

な
い
場
合
に
は
、
こ
の
提
案
を
可
決

す
る
旨
の
取
締
役
会
の
決
議
が
あ
っ

た
も
の
と
み
な
す
規
定
が
定
款
に
あ

れ
ば
、
書
面
ま
た
は
電
磁
的
記
録
に

よ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（「
取
締
役
会

の
書
面
決
議
」
ま
た
は
「
み
な
し
取

締
役
会
決
議
」
と
言
い
ま
す
。（
三
七

〇
条
））。

取
締
役
会
設
置
会
社
は
、
取
締
役

会
の
日
か
ら
一
〇
年
間
、
議
事
録
な

ど
（
書
面
も
し
く
は
電
磁
的
記
録
）

を
本
店
に
備
え
お
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
（
三
七
一
条
）。

3 1月号

取
締
役
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催
頻
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世界の鳥瞰図

世界の動きにも一定の法則があるようで
す。年の始めに、世界の流れを鳥瞰してみ
ましょう。

第一の流れは、アジアの高度成長です。
急速に成長している中国、台湾、香港、韓
国、シンガポール、マレーシア、インドの
アジア諸国は、世界の人口の３分の２を占
めています。実際、世界経済の焦点は西洋
から東洋に移りつつあります。日本は
1950年代、60年代にはアジアの高度成長
のリーダー役でしたが、90年代から2000
年代にかけ本流から外れてしまっていま
す。

第二の流れは、ラテンアメリカの債務危
機からの回復です。70年代にラテンアメリ
カ諸国は、諸外国から多額の借金をしまし
た。そして80年代、その債務を返済できず
に危機に直面し、未だに70年代の債務過多
から完全には回復できていない状況にあり

ますが、回復の流れが出てきています。
第三の流れは、アフリカの復興です。数

百年間、アフリカは全く成長しませんでし
た。しかし1950年代以降、サハラ以南の
国々は植民地主義の束縛から解き放たれま
した。特に南アフリカ共和国におけるアパ
ルトヘイトの終わりは大きな転換点となり
ました。アフリカ南部の多くの国々は現在、
年に４〜６％の割合で成長しています。

第四の流れは、イスラム諸国の台頭、第
五の流れはロシアと東欧のポスト・ソビエ
トの再構築、第六の流れは、欧州の経済統
合です。第七の流れは、日本と米国におけ
る財政赤字と巨大債務でしょう。両国は世
界で最も豊かな国であるにもかかわらず、
この20年間、経済に大きな問題を抱えてい
ます。これは、もうすでに両国の問題では
なく、グローバルな問題となっています。
両国とも過去に行っていたような優秀で効
果的な経済マネジメントをするべきです
が、今や両国ともによろめいていて、それ
がかなわない状況にあります。
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ヒ
マ
ラ
ヤ
の
小
国
ブ
ー
タ
ン
が
、

国
家
と
し
て
提
唱
し
て
い
る
Ｇ
Ｎ
Ｈ

（
国
民
総
幸
福
）
と
い
う
概
念
が
今
、

国
際
的
に
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

国
の
成
長
を
、
一
般
的
な
Ｇ
Ｄ
Ｐ

（
国
民
総
生
産
）
で
は
な
く
、
国
民

の
幸
福
感
で
測
定
し
、
国
民
の
幸
福

を
第
一
に
社
会
を
つ
く
っ
て
い
く
考

え
方
で
す
。

ブ
ー
タ
ン
で
は
、
仏
教
の
教
え
を

基
に
し
た
「
デ
ィ
グ
ラ
ム
・
ナ
ム
ジ

ャ
」
の
精
神
を
、
国
際
社
会
の
流
れ

に
歩
調
を
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
生
か

し
、
制
度
化
し
ま
し
た
。

デ
ィ
グ
ラ
ム
・
ナ
ム
ジ
ャ
精
神
と

は
、
互
い
に
助
け
あ
う
と
い
う
も
の

で
、
た
と
え
ば
、
子
供
た
ち
の
登
下

校
中
に
車
で
通
り
か
か
っ
た
人
は
、

子
供
た
ち
を
家
や
学
校
ま
で
送
り
届

け
る
な
ら
わ
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
子
供
と
社
会
と
の
強
い
信

頼
関
係
が
な
い
と
実
現
し
ま
せ
ん
。

過去の成功が足かせ

“ガラパゴス”と揶揄されるように、
日本の製造業は高い技術力を追求するあ
まり、世界のニーズに的確に応えること
ができず、かえって後れをとってしまっ
ています。

過去の“成功”がかえって足かせにな
り、新しい状況に対応できない、という
現象が起きています。

これは今に始まったことではなく、近
代化の過程のなかで以前にも起こってい
たという話もあります。

景気回復の周期説がありますが、日本
の浮沈も40年周期で起こっているという
説を唱える学者もいます。これによると、
日本は2025年頃には再び、復活をすると
いう話になりますが、そこまで待たずに
一刻も早く復活をしてもらいたいもので
す。そうした日本の復活も踏まえ、また
「成功の足かせ」の轍を踏まない成長戦略
を練るべきと思いますがいかがでしょう
か。

国
民
総
幸
福
—
ブ
ー
タ
ン
の
成
功
は
、「
デ
ィ
グ
ラ
ム
・
ナ
ム
ジ
ャ
」
—


